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公共交通は暮らしを支え続けられるか特
集

　

は
じ
め
に

　

日
常
生
活
を
支
え
る
地
域
公
共
交
通
は
、
長
期
的
に
衰
退
し
て
き
て
い

る
。
た
と
え
ば
乗
合
バ
ス
の
全
国
の
輸
送
人
員
は
一
九
七
〇
年
度
の
一
〇

一
億
人
か
ら
二
〇
一
〇
年
度
に
は
六
〇
％
減
の
四
一
・
六
億
人
に
な
っ
て

い
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
道
路
網
の
発
達
と
自
動
車
の
普
及
、
人
口
の
不

均
衡
化
（
都
市
に
お
け
る
過
密
化
と
地
方
に
お
け
る
過
疎
化
）、就
学
人
口

の
減
少
、
高
齢
化
、
都
市
構
造
の
変
化
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
考
え
ら

れ
る
（
図
１
）。
そ
の
反
面
、乗
用
車
の
保
有
台
数
は
四
倍
近
く
に
ま
で
増

加
し
、
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
が
著
し
い
。

　

一
方
で
日
本
の
交
通
行
政
に
お
け
る
地
域
公
共
交
通
の
構
造
は
、
国
に

よ
る
許
認
可
と
免
許
の
付
与
に
よ
り
、
民
間
企
業
の
収
益
事
業
と
し
て
交

通
事
業
を
運
営
さ
せ
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
お
り
、
都
道
府
県
や
市
区
町

村
は
陳
情
や
要
請
と
い
う
形
で
国
に
対
応
を
検
討
し
て
も
ら
い
、
民
間
交

通
企
業
に
実
施
を
義
務
づ
け
た
り
、
赤
字
路
線
へ
の
補
助
が
国
主
導
で
行

わ
れ
て
き
た
り
し
た
。

　

そ
う
し
た
従
来
の
枠
組
み
を
変
更
し
、
国
で
は
な
く
地
方
が
公
共
交
通

政
策
の
立
案
や
実
施
、推
進
を
は
か
る
主
体
と
し
て
動
く
よ
う
に
し
た
、と

い
う
の
が
二
〇
〇
二
年
の
バ
ス
な
ど
の
規
制
緩
和
以
降
の
方
向
性
と
な
っ

て
い
る
。

　

本
稿
は
、政
策
の
変
化
を
法
制
度
の
変
遷
や
改
正
を
中
心
に
説
明
し
、そ

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
や
現
状
、
そ
し
て
問
題
点
を
、
交
通
権
と
い
う
視
点

か
ら
論
じ
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

　

規
制
緩
和
前
後
の
状
況

　

本
節
で
は
、
規
制
緩
和
前
後
の
乗
合
バ
ス
へ
の
補
助
の
状
況
な
ど
に
つ

公
共
交
通
は
暮
ら
し
を
支
え
続
け
ら
れ
る
か

交
通
権
と
公
共
交
通
を
め
ぐ
る

法
制
度
の
現
状
と
課
題

﹁
交
通
政
策
基
本
法
﹂﹁
地
域
公
共
交
通
活
性
化
・
再
生
法
﹂
が
成
立
し
た
が
、

過
疎
地
を
中
心
と
し
た
公
共
交
通
の
撤
退
が
進
み
、
移
動
手
段
を
奪
わ
れ
る
人
び
と
は
増
え
て
い
る
。

現
状
の
公
共
交
通
を
め
ぐ
る
法
制
度
の
現
状
と
課
題
、

そ
し
て
シ
ビ
ル
ミ
ニ
マ
ム
と
し
て
の
﹁
交
通
権
﹂
を
守
る
た
め
に
求
め
ら
れ
る
政
策
と
は
何
か
。

同
志
社
大
学
商
学
部
教
授

青
木
真
美

あ
お
き
・
ま
み

一
九
七
九
年
三
月
早
稲
田
大
学
政
治
経
済
学
部
卒
。
財
団
法
人
運
輸
調
査
局
（
現
（
一
財
）
交
通
経
済

研
究
所
）
勤
務
を
へ
て
、
二
〇
〇
三
年
四
月
よ
り
同
志
社
大
学
商
学
部
教
授
、
交
通
論
を
担
当
。
専
門

分
野
は
都
市
交
通
、
公
共
交
通
政
策
、
高
速
鉄
道
計
画
。

同
志
社
大
学
生
活
協
同
組
合
理
事
長
、（
公
財
）
鉄
道
総
合
研
究
所
理
事
（
非
常
勤
）、（
一
財
）
運
輸

総
合
研
究
所
評
議
員
、
国
土
交
通
省
大
都
市
交
通
セ
ン
サ
ス
調
査
検
討
委
員
会
委
員
、
名
古
屋
市
交
通

局
交
通
事
業
経
営
有
識
者
懇
談
会
座
長
、
京
都
市
交
通
局
市
バ
ス
・
地
下
鉄
事
業
経
営
ビ
ジ
ョ
ン
検
討

委
員
会
委
員
、
所
属
学
会　

日
本
交
通
学
会
副
会
長
、
土
木
学
会
、
鉄
道
史
学
会
、
交
通
権
学
会
会
長
。

い
て
、
ご
く
大
ま
か
な
枠
組
み
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　

地
域
公
共
交
通
を
支
え
る
乗
合
バ
ス
に
つ
い
て
は
、
規
制
緩
和
以
前
は

基
本
的
に
参
入
規
制
に
よ
り
一
定
の
バ
ス
会
社
の
地
域
に
お
け
る
独
占
状

態
を
容
認
し
、
そ
の
な
か
で
バ
ス
会
社
の
黒
字
路
線
の
収
益
で
不
採
算
路

線
を
維
持
す
る
と
い
う
内
部
補
助
の
考
え
方
が
適
用
さ
れ
て
い
た
。
し
か

し
バ
ス
利
用
者
の
減
少
や
経
営
悪
化
に
よ
り
、
内
部
補
助
が
困
難
に
な
っ

た
た
め
、一
九
七
二
年
度
か
ら
「
地
方
バ
ス
路
線
維
持
費
補
助
制
度
」
が
開

始
さ
れ
、
都
道
府
県
が
指
定
し
た
生
活
路
線
を
対
象
に
国
と
地
方
自
治
体

で
経
常
欠
損
分
を
補
助
す
る
こ
と
と
な
っ
た＊

１

平
均
乗
車
密
度
に
よ
り
対
象

期
間
が
限
定
さ
れ
、
期
間
終
了
後
に
は
必
要
に
応
じ
て
市
区
町
村
が
代
替

バ
ス
を
運
行
す
る
。
ま
た
サ
ー
ビ
ス
水
準
の
向
上
を
め
ざ
す
た
め
に
、
車

両
購
入
費
に
つ
い
て
も
補
助
が
行
わ
れ
た
。

　

二
〇
〇
二
年
の
規
制
緩
和
以
降
は
、
国
の
補
助
対
象
が
複
数
市
区
町
村

に
ま
た
が
る
広
域
的
、
幹
線
的
な
路
線
に
限
定
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
約
四
三

五
〇
系
統
（
二
〇
〇
〇
年
）
が
補
助
対
象
で
あ
っ
た
も
の
が
、
一
八
六
〇

系
統
（
二
〇
〇
三
年
）
と
半
分
以
下
に
減
少
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
都
道
府
県
や
市
区
町
村
は
独
自
に
補
助
制
度
を
設
け
て
、
国

の
補
助
対
象
か
ら
も
れ
た
路
線
に
つ
い
て
も
、
維
持
の
支
援
を
行
っ
て
い

る
。
二
〇
一
〇
年
の
段
階
で
都
道
府
県
単
独
補
助
と
し
て
約
一
八
五
〇
系

統
、
市
区
町
村
単
独
補
助
と
し

て
約
一
万
五
〇
〇
系
統
に
補
助

が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

一
般
的
に
は
二
〇
〇
二
年
の

規
制
緩
和
が
引
き
金
と
な
っ
て
、

大
規
模
な
バ
ス
路
線
の
廃
止
が

行
わ
れ
た
と
い
う
説
が
流
布
し

て
い
る
が
、
乗
合
バ
ス
の
休
止
、

廃
止
の
キ
ロ
数
は
合
計
で
一
九

九
八
年
か
ら
二
〇
〇
二
年
ま
で

の
五
年
間
で
一
年
平
均
二
万
二

八
八
四
ｋ
ｍ
、
二
〇
〇
三
年
か

ら
二
〇
〇
六
年
の
四
年
間
で
一

年
平
均
二
万
三
四
六
ｋ
ｍ
で
あ

り
、
規
制
緩
和
後
の
ほ
う
が
少

な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
規

制
緩
和
が
バ
ス
路
線
廃
止
の
契

機
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
こ
と

を
示
し
て
い
る
が
、
反
面
規
制
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図１●乗用車保有台数と乗合バス輸送人員の推移（1975 － 2015）

出典：国土交通省 [2017]p.2
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乗用車保有台数

乗合バス（輸送人員）


